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入札内訳書について 

 

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成１２年法律第１

２７号）に基づき、世田谷区では一般競争入札又は指名競争入札により実施す

る全ての工事について入札参加者に内訳書の提出を求めています。 

なお、提出を求める内訳書の内容は予定価格に応じて下記のとおりとなりま

す。 

 

１ 内訳書の内容 

（１）予定価格５０００万円未満の工事 

直接工事費、共通仮設費、現場管理費及び一般管理費など大項目を指定の様

式に記載した内訳書の提出を求めています。 

 

（２）予定価格５０００万円以上の工事 

発注図書として添付する参考内訳書又はこれに準ずるものに設計数量、単位

及び単価などの必要事項を記載した内訳書の提出を求めています。 

 

２ 内訳書の取扱い 

 開札時に、内訳書の内容確認後、落札決定をします。 

入札価格と内訳書の金額に相違がある等の不備があるときは、その入札書を

無効とすることがあります。 

 

【参考資料】 

①予定価格５０００万円未満の工事の内訳書様式 

②予定価格５０００万円以上の工事の内訳書例 

③入札金額の内訳書の提出に関する取扱（世田谷区） 

④公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（抜粋） 



工事内訳 1

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

直接工事費      

建築工事        
1   

式
計

共通費          

  共通仮設費    
1   

式
  現場管理費    

1   
式

  一般管理費等  
1   

式
計

工事価格        
1   

式
消費税等相当額  

1   消費税率 8 ％
式

工事費          
1   

式

予定価格5,000万円以上の工事案件において、提出を求めてい

る内訳書の例

（平成２９年度 工事請負契約抽出案件「仮称世田谷区立二子玉

川複合施設新築工事」より）



平成 年 月 日

世田谷区契約担当者あて

年 月 日

※「その他」に金額を記載した場合は、「備考」欄にその内容を記載してください。

内　訳　書

開札日

名称

2018　-

平成

工事件名

案件番号

入札金額

備考

一般管理費等

住所

商号又は名称

代表者

現場管理費

直接工事費

共通仮設費

その他※

計

消費税相当額

合計

金額（円）

予定価格5,000万円未満の
工事案件において、提出を
求めている内訳書の様式



入札金額の内訳書の提出に関する取扱 
２１世経理第７０２号 
平成２２年１月１３日 

 
（目的） 
第 1 この取扱いは、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成１２年

法律第１２７号）第１２条の規定に基づく世田谷区（以下、「区」という。）が実施する

公共工事の入札における入札金額の内訳を記載した書類（以下、「内訳書」という。）の

提出、及び同法第１３条の規定に基づく提出された内訳書の確認その他の必要な措置に

関し、必要な事項を定めることを目的とする。 
 
（対象工事） 
第２ 内訳書の提出を要する工事は、区が一般競争入札又は指名競争入札により実施する

全ての工事とする。 
 
（内訳書の作成及び提出方法） 
第３ 契約担当者は、入札価格が適正な見積りに基づくことを確認するため、当該入札価

格を算出した根拠が分かる内訳書を提出させるものとする。 
第４ 前項の内訳書は、区の配付した参考内訳書又はこれに準ずるものに、入札者が設計

数量、単位及び単価などの必要事項を記載した内訳書を作成するものとする。 
第５ 内訳書の提出は、電子入札においては、入札者に電子入札書の添付データとしてあ

らかじめ送信させるものとする。ただし、契約担当者の指示する期限までに持参等によ

り提出することを認めた場合は、この限りではない。また、紙入札においては、開札場

所に持参させるものとする。 
 
（入札説明書への明示） 
第６ 契約担当者は、対象工事の入札説明書に次の事項を明記するものとする。 
（１）入札時に内訳書を提出する必要がある旨 
（２）提出する内訳書の形式 
（３）提出期限 
（４）提出方法 
（５）提出期限までに内訳書が提出されないとき又は提出された内訳書に不備があると

きは、当該入札書を無効とすることがある旨 
 
（落札決定手順等） 
第７ 電子入札における落札決定の手順は次のとおりとする。 
（１）落札候補者（予定価格の制限の範囲内（最低制限価格を設けたときはその制限を

含む）で最低の価格で入札をした者（同価格の入札者が複数いる場合はくじで決定

する））がある場合は、開札結果登録で「内訳書の確認後、落札決定する」旨を連絡

事項として入力のうえ、落札者の決定を一旦「保留」とする。 



（２）落札候補者から提出された内訳書を点検する。 
（３）点検の結果、落札候補者を落札者と決定するときは、電子入札システムの開札結

果登録により落札決定の処理を行い、落札決定通知書を発行する。 
（４）点検の結果、落札候補者の入札書を無効とするときは、契約担当者は当該落札候

補者に直ちにその旨を通知し、次順位者を新たな落札候補者としてその入札書につ

いて（２）の点検を行うものとする。 
第８ 紙入札においては、入札者には開札場所に内訳書を持参させ、落札候補者に内訳書

を提出させて直ちに点検し、内容に不備があるときはその入札書を無効とし、次順位者

を落札候補者としてその内訳書を点検するものとする。 
 
（入札後の内訳書の取扱い） 
第９ 入札時に提出された内訳書は次のとおり取り扱うこととする。 
（１）内訳書の内容に誤りがあっても入札は有効なものとして取扱い、契約内容につい

ても何ら変更等が生じるものではないものとする。 
（２）落札者が不良・不適格な業者と疑われるに至った場合及び低入札価格調査を行う

場合には、提出された内訳書の内容を確認するものとする。 
 

附 則 
この取扱は、平成２２年 1 月１５日から施行し、これ以降に公告又は指名をする入札に適

用する。 
   附 則（平成２７年３月２０日２６世経理第８４０号） 
この取扱は、平成２７年４月１日から施行し、これ以降に公告又は指名をする入札に適用

する。 



公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（抜粋） 

 

 

 

（入札金額の内訳の提出） 

第十二条 建設業者は、公共工事の入札に係る申込みの際に、入札金額の内訳を

記載した書類を提出しなければならない。 

 

（各省各庁の長等の責務） 

第十三条 各省各庁の長等は、その請負代金の額によっては公共工事の適正な施

工が通常見込まれない契約の締結を防止し、及び不正行為を排除するため、前

条の規定により提出された書類の内容の確認その他の必要な措置を講じなけれ

ばならない。 

 



平成２９年度工事請負随意契約一覧（１３０万円超）【見積合せを除く】

契約番号・種別 契約金額・工期

単価契約

平成２９年４月１日～

平成３０年３月３１日

単価契約

平成２９年４月１日～

平成３０年３月３１日

単価契約

平成２９年４月１日～

平成３０年３月３１日

35,271,341円

平成２９年４月７日～

平成２９年１１月３０日

4,570,560円

平成２９年４月１２日～

平成２９年６月１６日

1,819,800円

平成２９年５月１日～

平成２９年５月３１日

4,222,800円

平成２９年５月１０日～

平成２９年８月２１日

2,824,200円

平成２９年５月３０日～

平成２９年６月９日

7,884,000円

平成２９年６月２日～

平成２９年１０月３１日

世契建随第３号
旧希望丘中学校残土等搬出運搬
処分工事（第２期）

松井建設株式会社　東京支店
区が社会福祉法人に貸与した中学校跡地における残土等の地中埋設物の搬出処分工事が必
要となったため、当該跡地において高齢者施設建設工事を施工中の左記業者に履行させるも
の。

建築工事
船橋６－２５－１

中央区新川一丁目１７番２２号
残土等搬出処分工事　建設副産物、埋設物の処分

世契土随第４号
立体緑地デッキ整備工事（その１）
【北沢二丁目２１番から２２番先】

大成・前田・西松・錢高・三井
住友建設共同企業体 小田急小田原線上部の立体緑地を整備するにあたって、鉄道施設への影響を最小限に抑え、ま

た、施工中の小田急電鉄工事等との綿密かつ柔軟な工程調整をするため、当該区域の小田急ト
ンネル工事の請負業者に請け負わせるもの。

一般土木工事
北沢二丁目２１番から２２番先

新宿区西新宿六丁目８番１号
立体緑地デッキ整備工事

世契設随第３号
世田谷区立奥沢地区会館改修電
気設備工事

株式会社三栄エンジニアリン
グ

再度入札の結果、落札者がないため地方自治法施行令第１６７条の２第１項第８号の規定により
随意契約を行ったもの。

電気工事
奥沢７－３６－９

世田谷区宮坂二丁目１番８号
電気設備工事

世契設随第２号
世田谷区役所第１庁舎地下食堂
空調機増設工事

黎明電設株式会社

停電時の短期間に業務を完了するために、施設内の詳細を把握している左記と契約するもの。

空調工事
世田谷４－２１－２７ 世田谷区大原二丁目１５番１６

号空調工事

世契建随第１号
世田谷区立世田谷公園プール塗
装工事

株式会社ソエジマ
再度入札の結果、落札者がないため地方自治法施行令第１６７条の２第１項第８号の規定により
随意契約を行ったもの。

一般塗装
池尻１－５－２７ 世田谷区経堂五丁目２８番１０

号塗装工事

世契土随第２号
平成２９年度河川・水路維持工事
（単価契約）（玉川・砧）

寺岡建設株式会社
見積合せの結果、落札者がないため地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号の規定により
随意契約を行ったもの。

一般土木工事
玉川及び砧各土木管理事務所管内指定箇所 世田谷区祖師谷四丁目7番4

号河川・水路維持工事

街路灯新設補修工事

世契土随第１号
平成２９年度道路維持工事（単価
契約）北沢第２地区

有限会社丸城組
見積合せの結果、落札者がないため地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号の規定により
随意契約を行ったもの。

道路舗装工事
北沢土木管理事務所管内指定箇所

世田谷区砧五丁目１０番１５号
道路維持工事

件名・工事箇所・工事概要 契約相手方の商号・住所 随意契約理由

世契設随第１号
平成２９年度街路灯新設補修工
事（単価契約）

東京世田谷電設工業協同組
合 区内全域に設置されている街路灯の速やかな補修及び緊急対応を行い、区民生活の安全を確保

するには緊急対応力・機動性を要するため、街路灯工事を施工可能な区内業者が多数加入して
いる唯一の組合である左記と契約するもの。

電気工事
世田谷区管内指定箇所 世田谷区若林一丁目１５番１０

号

世契建随第２号

建築工事

世田谷区立次大夫堀公園民家園旧安
藤家茅葺屋根南面他改修工事

株式会社関工務所
文化財の観点から技術や様式を忠実に再現し、正確に施工する必要があることから、これまで継
続して改修を行ってきた当該事業者に請け負わせるもの。喜多見５－２７－１４ 群馬県利根郡川場村大字谷

地１９５０番地建築工事

1／9

Onozuka101
フリーテキスト
【資料３】



平成２９年度工事請負随意契約一覧（１３０万円超）【見積合せを除く】

契約番号・種別 契約金額・工期件名・工事箇所・工事概要 契約相手方の商号・住所 随意契約理由

25,662,960円

平成２９年６月１５日～

平成２９年９月２２日

192,672,000円

平成２９年６月２３日～

平成３０年２月２８日

15,498,000円

平成２９年６月２９日～

平成２９年１０月３１日

3,251,880円

平成２９年７月３日～

平成２９年８月３１日

2,548,800円

平成２９年７月３日～

平成２９年１１月１０日

4,719,600円

平成２９年７月５日～

平成２９年８月３１日

12,204,000円

平成２９年７月１０日～

平成２９年９月５日

9,142,200円

平成２９年７月１２日～

平成２９年１０月６日

29,419,200円

平成２９年７月１４日～

平成３０年３月１６日

世契設随第４号
防災行政無線（固定系）デジタル
化工事（平成２９年度）

沖電気工業株式会社　首都圏
支社 独自の技術を用いた既存機器類と連動可能な装置の製造等を行うため、同社製の防災行政無線

システム（固定系）に関する専門的な知識や操作技術等を有する必要があることから、当該事業
者に履行させるもの。

電気工事
多聞小学校他３８箇所ほか 港区芝浦四丁目１０番１６号５

号館設備デジタル化工事

世契造随第２号
上北沢きんもくせい広場ほか２箇
所部分改修工事

株式会社蛭田植物園
再度入札の結果、落札者がないため地方自治法施行令第１６７条の２第１項第８号の規定により
随意契約を行ったもの。

造園
上北沢五丁目４８番１０号ほか２箇所

世田谷区北沢五丁目１番４号
広場改修工事

世契造随第１号 世田谷区立東台広場改修工事 平成造園株式会社
再度入札の結果、落札者がないため地方自治法施行令第１６７条の２第１項第８号の規定により
随意契約を行ったもの。

造園
上祖師谷一丁目１３番９号

世田谷区砧一丁目１３番１０号
広場改修工事

世契設随第６号
世田谷区立山野小学校改築太陽
光発電設備工事

大雄・大新建設共同企業体
学校改築工事における電気設備工事との関連工事であるため、当該工事を請負っている事業者
に履行させるもの。

電気工事
砧６－７－１ 世田谷区給田三丁目２６番２０

号電気設備工事

世契設随第５号
瀬田アートトンネル排水設備ＮＯ．
１ポンプ取替修繕工事【玉川四丁
目２番先】

アイム電機株式会社　東京支
店 排水ポンプ内の装置は独自の排水モーター部浸水阻止構造を有しており、制御機器類との調整

作業を伴うことから、当該機器の自動制御や電源機器類（非常用発電機等）の知識や技術を有し
ている上記事業者に履行させるもの。

給排水衛生工事
玉川四丁目２番先

千葉県船橋市葛飾町２－４１２
給排水衛生設備工事

世契建随第４号
世田谷区立武蔵丘小学校給食室
改修工事

株式会社高政工務店
入札の結果、入札者がないため地方自治法施行令第１６７条の２第１項第８号の規定により随意
契約を行ったもの。

建築工事
北烏山１－４７－１１ 世田谷区喜多見五丁目１４番

１８号建築工事

世契土随第５号
路面改良工事(同時施工)【奥沢六
丁目９番から８番先】

株式会社ライクス
東京ガス株式会社発注工事と一体的に施工を行う必要があるため、当該工事を請負っている事
業者に履行させるもの。

道路舗装工事
奥沢六丁目９番から８番先

港区芝一丁目４番７号
路面改良工事

世契土随第７号
路面改良工事（舗装）【北沢四丁
目２６番から２３番先】

株式会社ＭＩＣ
再度入札の結果、落札者がないため地方自治法施行令第１６７条の２第１項第８号の規定により
随意契約を行ったもの。

道路舗装工事
北沢四丁目２６番から２３番先 世田谷区桜新町一丁目２６番

１３号路面改良工事

世契土随第８号
世田谷区大蔵五丁目付近枝線そ
の２工事

株式会社東洋土木
入札の結果、入札者がないため地方自治法施行令第１６７条の２第１項第８号の規定により随意
契約を行ったもの。

下水道施設工事
大蔵五丁目８番先 世田谷区祖師谷四丁目２６番

１７号下水道施設工事
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平成２９年度工事請負随意契約一覧（１３０万円超）【見積合せを除く】

契約番号・種別 契約金額・工期件名・工事箇所・工事概要 契約相手方の商号・住所 随意契約理由

13,392,000円

平成２９年７月１４日～

平成３０年２月１６日

29,041,200円

平成２９年７月１４日～

平成３０年３月９日

2,491,884円

平成２９年７月３１日～

平成２９年９月２９日

62,615,160円

平成２９年８月１日～

平成３０年２月２８日

2,487,240円

平成２９年８月８日～

平成２９年８月３１日

30,623,400円

平成２９年８月１０日～

平成３０年２月２８日

5,292,000円

平成２９年８月１０日～

平成２９年１２月７日

11,394,000円

平成２９年８月１８日～

平成２９年１１月２４日

8,494,200円

平成２９年８月１８日～

平成２９年９月１４日

世契土随第１０号
路面改良工事(打換)【成城一丁目
３番から５番先　外１箇所】

株式会社高橋組興業
降雨により剥離した舗装を早急に修復するため、平成２７年度に同箇所の工事を施工しており施
工状況を熟知している左記と契約するもの。

道路舗装工事
成城一丁目３番から５番先外１箇所

世田谷区喜多見七丁目２７番
路面改良工事

世契設随第１２号
世田谷区立新町一丁目児童施設
改修機械設備工事（平成２９年
度）

コイケ工業株式会社
再度入札の結果、落札者がないため地方自治法施行令第１６７条の２第１項第８号の規定により
随意契約を行ったもの。

給排水衛生工事
新町１－３－３２ 世田谷区松原六丁目４２番１３

号給排水衛生設備工事

世契設随第１１号
世田谷区立世田谷美術館電動昇
降パネル改修工事

丸髙工業株式会社
各機器が一括で管理され他の設備との一体運用を行っている設備の改修を行い、全体調整を行
いながら工事をするため、当該システムの構造全般に関する構造を唯一把握することのできる当
該事業者と契約するもの。

電気工事
砧公園１－２ 中央区日本橋茅場町二丁目１

３番５号電気設備工事

世契設随第１０号
世田谷区立経堂南地区会館エア
コン取替工事

黎明電設株式会社
経堂南地区会館のエアコンの不調に伴う工事であり、利用者の利用環境を保つために早急に工
事を行うものである。そのため、限られた履行期間内に工事するために、日ごろからメンテナンス
を行っている事業者と契約するもの。

空調工事
経堂５－２１－６ 世田谷区大原二丁目１５番１６

号空調工事

世契設随第９号
世田谷区立世田谷区民会館消火
栓配管一部改修工事

有限会社松本設備工業所
消火設備の劣化に伴う緊急の工事であり、期限内に迅速な対応が可能との回答をした事業者と
緊急の契約をするもの。

給排水衛生工事
世田谷４－２１－２７ 世田谷区三軒茶屋二丁目３８

番３号給排水衛生設備工事

世契建随第６号
世田谷区立烏山北保育園テラス
等改修工事

小熊建設株式会社
入札の結果、入札者がないため地方自治法施行令第１６７条の２第１項第８号の規定により随意
契約を行ったもの。

建築工事
北烏山３－１３－３５ 世田谷区代沢四丁目１５番３

号建築工事

世契建随第５号
世田谷区立新町保育園調理室改
修工事

横山建設株式会社
入札の結果、入札者がないため地方自治法施行令第１６７条の２第１項第８号の規定により随意
契約を行ったもの。

建築工事
駒沢４－３－１ 世田谷区代田五丁目１０番１０

号建築工事

世契設随第８号
世田谷区立下北沢小学校新築太
陽光発電設備工事

旭日・石野建設共同企業体
学校新築工事における電気設備工事との関連工事であるため、当該工事を請負っている事業者
に履行させるもの。

電気工事
大原１－４－６ 世田谷区新町一丁目２１番１２

号電気設備工事

世契設随第７号
世田谷区立給田地区会館改修電
気設備工事（平成２９年度）

株式会社デンショー
再度入札の結果、落札者がないため地方自治法施行令第１６７条の２第１項第８号の規定により
随意契約を行ったもの。

電気工事
給田３－１４－７ 世田谷区赤堤四丁目２２番１１

号電気設備工事
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平成２９年度工事請負随意契約一覧（１３０万円超）【見積合せを除く】

契約番号・種別 契約金額・工期件名・工事箇所・工事概要 契約相手方の商号・住所 随意契約理由

22,125,960円

平成２９年８月２２日～

平成２９年１１月９日

2,268,000円

平成２９年８月２５日～

平成２９年１１月１０日

36,072,000円

平成２９年８月２８日～

平成３０年１月１１日

7,809,480円

平成２９年８月３０日～

平成２９年９月２０日

2,266,920円

平成２９年８月３０日～

平成２９年１２月１１日

1,836,000円

平成２９年９月４日～

平成２９年１１月３０日

8,964,000円

平成２９年９月４日～

平成３０年５月３１日

6,847,200円

平成２９年９月６日～

平成３０年１月２４日

24,408,000円

平成２９年９月７日～

平成３０年２月１３日

世契土随第１２号
世田谷区成城四丁目付近枝線そ
の４工事

永興建設株式会社
入札の結果、入札者がないため地方自治法施行令第１６７条の２第１項第８号の規定により随意
契約を行うもの。

下水道施設工事
成城四丁目４番から３番先 世田谷区喜多見七丁目２７番

２２－１０１号下水道施設工事

世契土随第１１号
路面改良工事（同時施工）【北烏
山三丁目１９番から南烏山四丁目
１８番先】

株式会社ナカノフドー建設
東京都水道局発注工事と一体的に施工を行う必要があるため、当該工事を請負っている事業者
に履行させるもの。

道路舗装工事
北烏山三丁目１９番から南烏山四丁目１８番先 千代田区九段北四丁目２番２

８号路面改良工事

世契造随第３号
世田谷区立瀬田二丁目けやき公
園部分改修工事

株式会社石井植木
再度入札の結果、落札者がないため地方自治法施行令第１６７条の２第１項第８号の規定により
随意契約を行ったもの。

造園
瀬田二丁目９番１３号 世田谷区弦巻四丁目２５番２

号公園改修工事

世契設随第１５号
世田谷区立世田谷公園プール改
修電気設備工事

タケダ電建工業株式会社
再度入札の結果、落札者がないため地方自治法施行令第１６７条の２第１項第８号の規定により
随意契約を行ったもの。

電気工事
池尻１－５－２７ 世田谷区上馬四丁目１８番１８

号電気設備工事

世契設随第１４号
丸子川親水施設ＮＯ．２ポンプ取
替修繕工事【等々力一丁目５番
先】

有限会社トゴシテクノサービス
再度入札の結果、落札者がないため地方自治法施行令第１６７条の２第１項第８号の規定により
随意契約を行ったもの。

給排水衛生工事
等々力一丁目５番先 世田谷区上用賀一丁目９番１

０号立昇苑１０１給排水衛生設備工事

世契設随第１３号
世田谷区立上祖師谷地区会館空
調設備改修工事

有限会社第一総合サービス
世田谷営業所 機器の不調に伴う工事であり、利用者の利用環境を保つために早急に工事を行うものである。そ

のため、施設内の他の部屋に影響を与えず影響を最小限に安全に工事するため、日ごろメンテナ
ンスを行っている事業者と契約するもの。

空調工事
上祖師谷４－５－６ 世田谷区給田四丁目２０番１３

号　東都世田谷コーポ２０８号
室空調工事

世契建随第９号
世田谷区立玉堤地区会館改修工
事（平成２９年度）

株式会社高政工務店
入札の結果、入札者がないため地方自治法施行令第１６７条の２第１項第８号の規定により随意
契約を行うもの。

建築工事
玉堤１－１２－１８ 世田谷区喜多見五丁目１４番

１８号建築工事

世契建随第８号 三茶パティオシャッター修理工事 株式会社東急コミュニティー
当該シャッターは隣接するキャロットタワー内防災センターに設置してある火災報知受信機に接続
されており、連動して正常に稼動することを確認する必要があるため、キャロットタワーと一体的に
当該設備を管理している業者に工事を行わせるもの。

建築工事
太子堂４－２２－２３ 世田谷区用賀四丁目１０番１

号建築工事

世契建随第７号
世田谷区民健康村なかのビレジ
森のむらベランダ改修工事

沼田土建株式会社　東京支店
台風の影響により、２階ベランダの木製支柱部分が傾き、手すりの一部が落下する危険性がある
ことから、当該施設の施行業者に緊急で工事を行わせるもの。

建築工事
川場村大字中野字天代６６３ 品川区東大井五丁目２３番９

号第三港南マンション１階１０２
号室建築工事
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平成２９年度工事請負随意契約一覧（１３０万円超）【見積合せを除く】

契約番号・種別 契約金額・工期件名・工事箇所・工事概要 契約相手方の商号・住所 随意契約理由

6,847,200円

平成２９年９月８日～

平成３０年１月３１日

15,282,000円

平成２９年９月１１日～

平成３０年２月１５日

1,404,000円

平成２９年９月１３日～

平成２９年９月１８日

51,391,800円

平成２９年９月１４日～

平成３０年２月２３日

1,533,600円

平成２９年９月２１日～

平成２９年１０月２日

11,787,120円

平成２９年９月２１日～

平成３０年１月３１日

35,754,480円

平成２９年１０月５日～

平成３０年３月９日

16,632,000円

平成２９年１０月１０日～

平成３０年１月２６日

21,384,000円

平成２９年１０月２０日～

平成２９年１２月８日

世契建随第１２号
世田谷区梅ヶ丘拠点整備事業に
係る区複合棟予定地の地下埋設
物等撤去処分工事（第１期）[概算

大成・大明・太平建設共同企
業体

地中埋設物の搬出処分工事が必要となったため、現在施工中の左記業者に履行させるもの。

建築工事
松原６－３７

新宿区西新宿六丁目８番１号
埋設物の処分

世契設随第２０号
世田谷区玉川清掃事務所受変電
設備改修工事

旭電工株式会社　世田谷営業
所

再度入札の結果、落札者がないため地方自治法施行令第１６７条の２第１項第８号の規定により
随意契約を行ったもの。

電気工事
野毛１－３－７ 世田谷区船橋四丁目２１番１５

号－１１１電気設備工事

世契設随第１９号
平成２９年度希望丘中継所プラン
ト設備定期補修工事

三菱重工環境・化学エンジニ
アリング株式会社　サービス事
業部 複雑な構造のプラント性能と操業安定性の確保、及びプラントの停止期間の最短化のため、プラ

ントの設置業者であり内部構造を唯一把握できる事業者に履行させるもの。
機械器具設置

船橋７－２１－１５ 横浜市西区みなとみらい四丁
目４番２号プラント設備の定期補修工事

世契設随第１８号
世田谷区立世田谷文化生活情報
センター空調機冷媒管引換工事

日本電空株式会社
建物として一体管理されている施設の一部を工事するものであるため、施設全体の調整を図りな
がら施工できる唯一の事業者と契約するもの。

空調工事
太子堂４－１－１ 品川区西五反田二丁目９番４

号Ｎビル２階空調工事

世契建随第１１号
世田谷区立山野公園外１箇所トイ
レ改築工事

株式会社石井工務店

世契建随第１３号
世田谷区梅ヶ丘拠点整備事業に
係る民間施設棟予定地の地下埋
設物等撤去処分工事（第１期）[概

株式会社熊谷組　首都圏支店

入札の結果、入札者がないため地方自治法施行令第１６７条の２第１項第８号の規定により随意
契約を行うもの。

建築工事
砧６－１０－３外 世田谷区成城二丁目１２番１１

号建築工事

世契建随第１０号
世田谷区立南奥沢保育園改修工
事（平成２９年度）

株式会社フジパスク

宮坂１－２４－６ 渋谷区笹塚一丁目５０番１号
笹塚NAビル空調工事

世契設随第１６号

入札の結果、入札者がないため地方自治法施行令第１６７条の２第１項第８号の規定により随意
契約を行うもの。

建築工事
奥沢１－２－１３

世田谷区上馬四丁目２番５号
建築工事

世契設随第１７号
世田谷区立宮坂区民センター空
調制御盤内機器交換工事

ジョンソンコントロールズ株式
会社 機器の不調に伴う工事であり、利用者の利用環境を保つために早急に工事を行うものである。シ

ステムの構造は当該事業者しか把握することができないため、当該システムの構造全般に関する
構造を唯一把握することのできる当該事業者と契約するもの。

空調工事

世田谷区立宇奈根地区会館改修
電気設備工事（平成２９年度）

鈴屋電工株式会社
再度入札の結果、落札者がないため地方自治法施行令第１６７条の２第１項第８号の規定により
随意契約を行ったもの。

電気工事
宇奈根２－２３－２０ 世田谷区祖師谷三丁目８番１

４号電気設備工事

地中埋設物の搬出処分工事が必要となったため、現在施工中の左記業者に履行させるもの。

建築工事
松原６－３７

新宿区津久戸町２番１号
埋設物の処分
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平成２９年度工事請負随意契約一覧（１３０万円超）【見積合せを除く】

契約番号・種別 契約金額・工期件名・工事箇所・工事概要 契約相手方の商号・住所 随意契約理由

27,464,400円

平成２９年１０月２３日～

平成３０年３月２２日

4,989,600円

平成２９年１０月２５日～

平成３０年１月１８日

4,687,200円

平成２９年１０月２５日～

平成３０年１月１７日

15,899,760円

平成２９年１０月３０日～

平成３０年８月３１日

4,682,340円

平成２９年１１月７日～

平成３０年２月９日

45,122,400円

平成２９年１１月１３日～

平成３０年１月１０日

6,939,000円

平成２９年１１月１４日～

平成３０年１月１０日

7,236,000円

平成２９年１１月１４日～

平成３０年１月１０日

21,600,000円

平成２９年１１月１４日～

平成３０年１月１０日

世契土随第１４号
河川整備工事（谷沢川護岸嵩上
げ）【中町五丁目３２番先】

株式会社高野土木
再度入札の結果、落札者がないため地方自治法施行令第１６７条の２第１項第８号の規定により
随意契約を行ったもの。

一般土木工事
中町五丁目３２番先 世田谷区給田四丁目２０番３１

号河川整備工事

世契土随第１３号
橋梁新設改良工事（補修）【喜多
見六丁目１６番から喜多見五丁目
５番先（大正橋）外２箇所】

共伸建設株式会社　世田谷支
店

入札の結果、入札者がないため地方自治法施行令第１６７条の２第１項第８号の規定により随意
契約を行うもの。

橋りょう工事
喜多見六丁目１６番から喜多見五丁目５番先外２箇所 世田谷区桜新町二丁目２５番

１４号市川ビル３０２号橋梁新設改良工事

世契設随第２６号
世田谷区立世田谷文化生活情報
センター劇場舞台照明設備改修
工事

丸茂電機株式会社
各機器が全て基幹部分のコンピュータによって制御され、他の機構や音響等の設備との一体運
用が可能となっているため、当劇場建設時に舞台照明設備の設計・施工をし、当該システムの構
造全般に関する知識と技術を保持している当該事業者に履行させるもの。

舞台装置
太子堂４－１－１ 千代田区神田須田町一丁目２

４番地照明設備の改修及びその他付帯設備の改修

世契設随第２５号
世田谷区立世田谷文化生活情報
センター劇場舞台音響設備改修
工事

TOA株式会社 各機器が全て基幹部分のコンピュータによって制御され、他の照明や機構等の設備との一体運
用が可能となっているため、当劇場建設時に舞台音響設備の設計・施工をし、定期保守業務を
行っており、当該システムの構造全般に関する知識と技術を保持している当該事業者に履行させ
るもの。拡声装置

太子堂４－１－１ 江東区木場五丁目５番２号CN
－１ビルパワーアンプ及びスピーカーの更新

世契設随第２４号
世田谷区立世田谷文化生活情報
センター劇場舞台ＩＴＶ設備改修工
事（第５期）

共同通信電設株式会社
本業務の履行にあたっては、当センター各棟の既設設備との調整作業を伴うことから、本施設に
おける当該設備の構造全般に関する知識と技術を要するため、当劇場設計時にＩＴＶ（監視カメラ）
設備の設計・施工した当該事業者に履行させるもの。

電話・電信
太子堂４－１－１

世田谷区代沢四丁目１番２号
ITV機器の改修工事

世契設随第２３号
世田谷区立世田谷文化生活情報
センター劇場舞台機構設備改修
工事

カヤバシステムマシナリー株式
会社 各機器が全て基幹部分のコンピュータによって制御され、他の照明や機構等の設備との一体運

用が可能となっているため、当劇場建設時に舞台機構設備の設計・施工をしており、当該システ
ムの構造全般に関する知識と技術を保持している当該事業者に履行させるもの。

電気工事
太子堂４－１－１ 港区芝大門二丁目５番５号住

友不動産芝大門ビル電気設備工事

世契設随第２２号
平成２９年度仙川浄化施設及び野
川６１号ポンプ修繕工事（砧）

日本施設株式会社
対象の設備は、制御機器類との調整作業を伴うことから、当該機器の自動制御及び電源機器類
の知識や技術を有している必要があり、それらを唯一有する事業者に履行させるもの。

給排水衛生工事
岡本三丁目４０番先、鎌田四丁目１番先 世田谷区上馬四丁目３３番１０

号給排水衛生設備工事

世契設随第２１号
仮称世田谷区立駒沢東自転車等
駐車場新築電気設備他工事

有限会社双電工業
再度入札の結果、落札者がないため地方自治法施行令第１６７条の２第１項第８号の規定により
随意契約を行ったもの。

電気工事
上馬４－３－２０ 世田谷区八幡山三丁目３４番

１４号電気設備工事

世契造随第４号
平成２９年度瀬田二丁目公園維
持管理工事

ちとせ緑地株式会社
再度入札の結果、落札者がないため地方自治法施行令第１６７条の２第１項第８号の規定により
随意契約を行ったもの。

造園
瀬田二丁目８番１７号 世田谷区祖師谷一丁目１１番

１６号公園維持管理工事
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平成２９年度工事請負随意契約一覧（１３０万円超）【見積合せを除く】

契約番号・種別 契約金額・工期件名・工事箇所・工事概要 契約相手方の商号・住所 随意契約理由

14,407,200円

平成２９年１１月１４日～

平成３０年２月２８日

2,163,564円

平成２９年１１月１５日～

平成３０年１月３１日

6,469,200円

平成２９年１１月２２日～

平成３０年２月２８日

3,672,000円

平成２９年１１月２２日～

平成３０年２月１５日

1,857,600円

平成２９年１１月２２日～

平成３０年２月７日

2,970,000円

平成２９年１１月２７日～

平成３０年３月１２日

1,792,800円

平成２９年１２月６日～

平成３０年２月２８日

2,732,400円

平成２９年１２月７日～

平成３０年２月２８日

5,832,000円

平成２９年１２月８日～

平成３０年２月２８日

アイム電機株式会社　東京支
店 排水ポンプ内の装置は独自の排水モーター部浸水阻止構造を有しており、制御機器類との調整

作業を伴うことから、当該機器の自動制御や電源機器類（非常用発電機等）の知識や技術を有し
ている事業者に履行させるもの。

千葉県船橋市葛飾町２－４１２

株式会社水澤工務店
特殊な木造建築物の内装改修を行うもので、建築当初から改修工事を含め一貫して請負い、特
殊性を正確に把握している者でなければ適切な施工が困難であるため

江東区木場五丁目６番１号

玉川４丁目２番先

ポンプ改修工事

瀬田アートトンネル排水設備　非
常用自家発電設備修繕工事【玉
川四丁目２番先】

世田谷区立成城五丁目猪股庭園
（旧猪股邸）内装改修工事

成城５－１２－１９

建築工事

給排水衛生工事

世契建随第１９号

建築工事

世契土随第１６号

世契建随第１６号
世田谷区営粕谷四丁目アパート
防水改修工事

東邦ビルド株式会社
再度入札の結果、落札者がないため地方自治法施行令第１６７条の２第１項第８号の規定により
随意契約を行ったもの。

防水
等々力５－２２－２２ 世田谷区瀬田四丁目２９番１４

号防水工事

世契建随第１５号
世田谷区立等々力保育園屋上防
水改修工事

南海工業株式会社

玉堤二丁目３番２１号 世田谷区上祖師谷七丁目６番
１３号維持管理工事

世契設随第２８号

再度入札の結果、落札者がないため地方自治法施行令第１６７条の２第１項第８号の規定により
随意契約を行ったもの。

防水
等々力５－２２－２２ 世田谷区船橋三丁目２６番７

号防水工事

世契建随第１４号
世田谷区上町まちづくりセンター
防火水槽等解体工事

株式会社儘田組

防火水槽等解体工事が必要となったため、現在施工中の左記業者に履行させるもの。

解体工事
世田谷１－２３－５ 世田谷区三軒茶屋二丁目２８

番１２号解体工事

世契設随第２７号
平成２９年度世田谷区立公園トイ
レ洋式化工事

株式会社秋田設備
再度入札の結果、落札者がないため地方自治法施行令第１６７条の２第１項第８号の規定により
随意契約を行ったもの。

給排水衛生工事
世田谷区立桜公園他１９箇所

世田谷区鎌田四丁目２番３号
公園トイレの洋式化工事

世契造随第５号
世田谷区立玉堤２－３遊び場維持
管理工事

有限会社山越造園
再度入札の結果、落札者がないため地方自治法施行令第１６７条の２第１項第８号の規定により
随意契約を行ったもの。

造園

世契土随第１５号
水路維持工事（蓋掛工）【弦巻四
丁目１１番先】

貞松建設株式会社
再度入札の結果、落札者がないため地方自治法施行令第１６７条の２第１項第８号の規定により
随意契約を行ったもの。

一般土木工事
弦巻四丁目１１番先 世田谷区北烏山五丁目２１番

６号蓋掛工

道路維持工事（同時施工）玉川三
丁目３番先（玉川）

株式会社ジー・エス・イー
東京都発注工事と一体的に施工を行う必要があるため、当該工事を請負っている事業者に履行
させるもの。

道路舗装工事
玉川三丁目３番先

江戸川区三丁目７番２号
道路維持工事
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平成２９年度工事請負随意契約一覧（１３０万円超）【見積合せを除く】

契約番号・種別 契約金額・工期件名・工事箇所・工事概要 契約相手方の商号・住所 随意契約理由

4,853,520円

平成２９年１２月８日～

平成３０年１月３１日

3,250,800円

平成２９年１２月１３日～

平成３０年２月２８日

3,736,800円

平成２９年１２月１３日～

平成３０年２月２８日

3,074,760円

平成２９年１２月２７日～

平成３０年１月３１日

5,724,000円

平成３０年１月９日～

平成３０年２月２８日

9,072,000円

平成３０年１月１０日～

平成３０年３月２２日

2,937,600円

平成３０年１月１１日～

平成３０年３月１６日

1,458,000円

平成３０年１月１１日～

平成３０年２月２６日

58,298,400円

平成３０年２月９日～

平成３０年３月３０日

世契建随第２２号
世田谷区立桜丘小学校外４校クラ
ス増等改修工事

世田谷住相協建設協同組合
短期間に適切な教育環境の整備を行う必要があるため、世田谷区内の建築業者で組織され、工
事内容に応じた施工者を迅速に手配することが出来る左記業者と随意契約を行ったもの。

建築工事
桜丘１－１９－７外 世田谷区上馬五丁目３４番１６

号内部改修工事

世契土随第１８号
河川整備工事（仙川　河床整正）
【上祖師谷四丁目１８番から二丁
目８番先外１箇所】

株式会社高橋組興業
再度入札の結果、落札者がないため地方自治法施行令第１６７条の２第１項第８号の規定により
随意契約を行ったもの。

河川工事
上祖師谷四丁目１８番から二丁目８番先外１箇所 世田谷区喜多見七丁目２７番

地河川整備工事

有限会社ミギタ工業

緊急かつ不可欠な工事であり、限られた時間の中で履行可能な事業者と契約するもの。
世田谷区弦巻五丁目１５番２
号

田島工務店株式会社

上用賀５－１４－１

給湯器改修工事

デイ・ホーム上用賀無圧温水器交
換工事

世田谷区立千歳温水プール更衣
室床改修工事

世契設随第３０号

給排水衛生工事

世契建随第１７号

世契造随第６号

世契造随第７号

世契建随第２１号
世田谷区立大蔵第二運動場ゴル
フ練習場ネット金具改修工事

大和エンジニアリング株式会
社

施設を休館することのないよう、定期点検時の作業時間等を利用し履行をする必要があることか
ら、左記事業者に履行させるもの。

建築工事
大蔵４－７－１ 小金井市貫井南町四丁目３０

番２６号建築工事

世契建随第２０号
世田谷区立経堂地区会館万年塀
改修工事

株式会社脇本建設
再度入札の結果、落札者がないため地方自治法施行令第１６７条の２第１項第８号の規定により
随意契約を行ったもの。

建築工事
経堂３－３７－１３ 世田谷区代田五丁目３５番８

号建築工事

世契建随第１８号
三茶パティオエレベーター補修工
事

株式会社東急コミュニティ
当該エレベーターは隣接するキャロットタワー内と一体的に管理されているため、当該設備を管理
している業者に工事を行わせるもの。

建築工事
太子堂４－２２ 世田谷区用賀四丁目１０番１

号建築工事

再度入札の結果、落札者がないため地方自治法施行令第１６７条の２第１項第８号の規定により
随意契約を行ったもの。

建築工事
船橋７－９－１ 世田谷区弦巻三丁目２６番４

号建築工事

世田谷区立成城さくら公園　健康
器具設置外工事

株式会社小林石庭造園
再度入札の結果、落札者がないため地方自治法施行令第１６７条の２第１項第８号の規定により
随意契約を行ったもの。

造園
成城三丁目１８番１７号 世田谷区下馬六丁目２２番１０

号健康器具設置工事

フィールドミュージアム（二子玉川
東地区周辺）整備工事

株式会社紫水園
再度入札の結果、落札者がないため地方自治法施行令第１６７条の２第１項第８号の規定により
随意契約を行ったもの。

造園
玉川一丁目１６番１号外１箇所 世田谷区上祖師谷六丁目１０

番２７号公園整備工事
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平成２９年度工事請負随意契約一覧（１３０万円超）【見積合せを除く】
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1,944,000円

平成３０年２月２２日～

平成３０年２月２８日

20,995,200円

平成３０年３月１日～

平成３０年７月３０日

7,296,480円

平成３０年３月１２日～

平成３０年４月２７日

10,119,600円

平成３０年３月３０日～

平成３０年８月３１日

2,808,000円

平成３０年３月３０日～

平成３０年６月１５日

世契土随第２１号
道路改良工事（同時施工）【上用
賀二丁目１番から上用賀四丁目１
番先】

北野建設株式会社　東京本社
東京都水道局発注工事と一体的に施工を行う必要があるため、当該工事を請負っている事業者
に履行させるもの。

道路舗装工事
上用賀二丁目１番から上用賀四丁目１番先

中央区銀座一丁目９番２号
道路改良工事

世契建随第２４号
世田谷区船橋まちづくりセンター
擁壁改修工事

小俣建設工業株式会社
当該敷地内にある擁壁について、早急に改修する必要が生じたため、現在施工中の左記業者に
引続き履行させるもの。

建築工事
船橋４－３－２ 世田谷区上馬四丁目２６番４

号建築工事

世契設随第３４号
世田谷区役所第３庁舎改修電気
設備工事

東京アラーム株式会社
再度入札の結果、落札者がないため地方自治法施行令第１６７条の２第１項第８号の規定により
随意契約を行ったもの。

電気工事
世田谷４－２２－３３ 世田谷区千歳台二丁目１番１

４号自動火災報知機更新に伴う電気工事

世契設随第３３号
三茶パティオ中央監視装置更新
工事

株式会社東急コミュニティー
当該設備は隣接するキャロットタワー内と一体的に管理されているため、当該設備を管理している
業者に工事を行わせるもの。

計装装置
太子堂４－１から２２番先 世田谷区用賀四丁目１０番１

号中央監視装置の更新

世契設随第３１号
世田谷区営北烏山一丁目第二ア
パート排水設備改修工事

三水工業株式会社

緊急かつ不可欠な工事であり、限られた時間の中で履行可能な事業者と契約するもの。

給排水衛生工事
北烏山１－５－１、北烏山１－５－２ 世田谷区上用賀四丁目３番２

１号排水設備工事
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